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技術部門                   部門 

専門とする事項   

受験番号 

問題番号  Ⅱ－２－地域公共交通 

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

選択科目    

○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1 マスに 2文字を目安とする。 

← 解答する問題番号（１又は２）を点線の枠内に必ず記入すること。 

●受験番号、技術部門、選択科目、専門とする事項及び問題番号の

欄は必ず記入すること。 

１ ． 調 査 、 検 討 す べ き 事 項 と そ の 内 容  

（ １ ） 地 域 の 現 状 調 査  

サ ウ ン デ ィ ン グ 対 象 地 の 周 辺 状 況 を 調 査 す る 。 調 査

に あ た っ て は ① 、 人 口 の 集 積 状 況 や 世 代 構 成 か ら 市 場

性 を 把 握 す る ② 。 ま た 、 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 対

象 地 ま で の 移 動 手 段 や 運 行 回 数 等 の 輸 送 力 を 把 握 ③ す

る 。 こ れ ら を と り ま と め 、 サ ウ ン デ ィ ン グ 対 象 に 関 連

す る 解 決 す べ き 課 題 の 明 確 化 を 図 る 。  

 

（ ２ ） イ ン セ ン テ ィ ブ の 検 討  

 民 間 事 業 者 の 参 加 意 欲 を 増 進 さ せ る た め の イ ン セ ン

テ ィ ブ を 検 討 す る 。 検 討 に あ た り 、 先 行 事 例 の 実 施 要

領 等 か ら 直 接 的 ・ 間 接 的 効 果 の あ る イ ン セ ン テ ィ ブ を

整 理 す る 。 ま た 、 サ ウ ン デ ィ ン グ 時 の 公 平 性 を 確 保 し

つ つ 、 民 間 事 業 者 に 求 め る 負 担 や 収 益 性 に 応 じ た イ ン

セ ン テ ィ ブ を 検 討 ④ す る 。  

① ここでいう調査は、サウンディング調査ですか、または前述の周辺状況庁舎ですか。明確にすると

ともに、後者である場合は、不要です。 

② 問題には、サウンディング調査の目的を市場性の有無を確認するためとあります。市場性は、事業

者に確認する事項ではありませんか。 

③ なぜ、輸送力なのでしょうか。対象施設にもよりますが、サウンディング調査を実施するための事

前調査なので、事業者に提供すべき情報を把握・整理すべきと考えます。後述にある課題を明確化

するためという目的との関連性が希薄です。 

※ 問題の公共施設は限定しても良いと思います。例えば、子育て施設、公園、空き家、公的不動産な

どが考えられます。 



令和 年度 技術士第二次試験答案用紙 

 

 

○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1マスに２文字を目安とする。 

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

 

２ ． 業 務 を 進 め る 手 順 と 留 意 点 、 工 夫 点  

（ １ ） 実 施 要 領 の 作 成 お よ び 公 表  

 サ ウ ン デ ィ ン グ 調 査 の 実 施 要 領 を 作 成 し 、 地 方 公 共

団 体 の Ｈ Ｐ 等 で 公 表 す る 。 実 施 要 領 に つ い て は 、 民 間

事 業 者 へ 求 め る 資 料 が 膨 大 で あ る と ⑤ 、 サ ウ ン デ ィ ン

グ へ の 参 加 意 欲 を 減 少 さ せ る た め 、 資 料 作 成 等 の 要 求

は 最 小 限 度 と し 負 担 を 軽 減 す る こ と に 留 意 す る 。  

 

（ ２ ） 現 地 見 学 会 ・ 説 明 会 の 開 催  

 よ り 実 情 に 即 し た 提 案 を 求 め る た め 、 事 業 対 象 の 詳

細 な 現 況 を 民 間 事 業 者 に 確 認 し て も ら う 。 実 施 に あ た

っ て は 、 参 加 者 間 の 情 報 交 換 を 避 け る た め に 参 加 者 が

顔 を 合 わ せ な い よ う 個 別 に 実 施 す る こ と に 留 意 ⑥ す る 。  

⑤ 参加意欲に対し留意することは、とても良いことだと考えます。その留意事項の例示として、資料

が膨大は違和感があります。それなりの事業規模ですと資料はどうしても増加してしまいまし、収

益が見込めれば資料の多寡に関係なく事業者は参加するのではないでしょうか。意欲に関すること

は、前述でインセンティブの検討をしているので、これを記述してはいかがでしょうか。また、同

様に調査項目にあった地域課題の取り扱いについても、記述するとよいでしょう。 

④ これは、実際に事業者を募集する際の検討事項ではありませんか。サウンディング調査に参加して

もらうためのインセンティブを説明しましょう。例えば、直接的なものは選定時の評価で観点す

る、間接的なものは早期に情報が整理できるといった具合です。これらを事業者選定の公平性、共

創性などに照らし、サウンディング調査参加のご褒美（インセンティブ）を検討するという流れだ

と思います。 
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（ ３ ） 対 話 の 申 し 込 み 受 付  

 サ ウ ン デ ィ ン グ へ の 参 加 を 希 望 す る 民 間 事 業 者 か ら 、

エ ン ト リ ー シ ー ト の 提 出 を 受 け 付 け る 。  

（ ３ ） 提 案 書 等 資 料 の 提 出  

 エ ン ト リ ー し た 民 間 事 業 者 に 対 し て 、 提 案 書 類 の 提

出 を 求 め る 。 提 出 資 料 は 、 具 体 的 な 考 え を 共 有 す る た

め イ メ ー ジ パ ー ス や 収 支 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 含 め る 等

の 工 夫 を 行 う ⑦ 。  

 

（ ４ ） サ ウ ン デ ィ ン グ の 実 施  

 サ ウ ン デ ィ ン グ に エ ン ト リ ー し た 民 間 事 業 者 と 、 対

面 に よ る 対 話 を 実 施 す る 。 実 施 に あ た っ て は 、 提 案 の

イ メ ー ジ が よ り 共 有 で き る よ う 、 事 業 対 象 と な る 現 地

で 実 施 す る 等 の 工 夫 を 行 う 。 ま た 、 民 間 事 業 者 の ア イ

デ ィ ア や ノ ウ ハ ウ を 保 護 す る た め 、 個 別 に 実 施 す る こ

⑦ 手引きには「詳細な提案書等の検討・作成は 民間事業者の負担となるため、求める内容には留意

が必要である。」とあります。募集時には、これらを求めることは良いと思いますが、サウンディ

ング調査時点においては、手引きの通り留意が必要です。 

⑥ サウンディング調査の手引きでは「現地見学会・説明会等の実施にあたっては、その目的により、

参加者が一堂に会して実施する ことにより事業推進のパートナーを発見する場とする場合や、参

加者間の情報交換を避けるため に参加者が顔を合わせないようなスケジュールを組む場合などが

あり、事案に応じて実施方法を 検討することが必要である。」とあります。つまり、留意点は、

透明性公平性の確保といった表現が望まれます（記述の内調は、間違いではないのですが実務より

なので、主旨も書いた方がいいですね）。 
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と に 留 意 す る 。  

（ ５ ） 結 果 の 公 表  

 対 話 に よ っ て 得 ら れ た 意 見 等 に 基 づ き 、 結 果 の 概 要

を 作 成 し 、 地 方 公 共 団 体 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す る 。  

３ ． 調 整 方 策  

 行 政 関 係 者 や 民 間 事 業 者 に 対 し て は 、 客 観 的 な 情 報

に 基 づ く 対 話 を 行 う 。 施 設 利 用 者 に 対 し て は 一 方 的 な

情 報 提 供 だ け で な く 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ や パ ブ リ ッ ク コ

メ ン ト ⑧ を 通 じ て 、 意 見 交 換 を 行 い 調 整 す る 。  以 上  

 

⑧ この部分では、住民との調整に関する記述していますが、ステップでは住民参加が必要とされる場

面がありません。サウンディング調査の場合は調整事項が少なく、登場人物も行政と事業者しかい

ないので記述が難しいですね。手引きでは、地域プラットフォームの活用に関する記述があるの

で、これを効果的な調整方法として記述すると良いのではないでしょうか。 

※地域プラットフォームとは、地域の企業、金融機関、地方公共団体等が集まり、PPP/PFI 事 業

のノウハウ習得と案件形成能力の向上を図り、具体的な PPP/PFI 案件の形成を目指す取組であ

る。官民対話を進める際に、地域プラットフォームを活用しながら、具体的な案件を検討する こ

とも効果的である。また、内閣府と国土交通省が実施しているブロックプラットフォームにおいて

もサウンディングを実施しているので、活用されたい。（手引きより抜粋） 


